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サービス別根拠法令 

１ 指定基準について 

 

 ２ 介護報酬の算定について 

 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）（介護予防）訪問看護、（介護予防）

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、特定施設

入居者生活介護、（介護予防）福祉用具貸与、

特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例 

○指定介護予防サービス等の事業の人員、 

 設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例 

 

介護老人福祉施設 ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

介護老人保健施設 ○介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例 

介護療養型医療施設 ○指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例 

介護医療院 ○介護医療院の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

サービス種別 根拠法令 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介

護予防）（介護予防）訪問看護、（介護予防）

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指

導、通所介護、（介護予防）通所リハビリテ

ーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、特定施設

入居者生活介護、（介護予防）福祉用具貸与、

特定（介護予防）福祉用具販売 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

19 号）【30.3.22 厚生労働省告示第 78 号

／30.3.30 厚生労働省告示第 180 号】 

○指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（18.3.14 厚生労働省

告示第 127 号【30.3.22 厚生労働省告示

第 78 号／30.3.30 厚生労働省告示第 180

号】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、介護医療院、 

○指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（12.2.10 厚生省告示第

21 号）【30.3.22 厚生労働省告示第 78 号

／30.3.30 厚生労働省告示第 180 号】 



【 介護療養型医療施設 】 
 

１ 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第四条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院であるものに限る。）に置くべき

従業者の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に規定す

る療養病床を有する病院として必要とされる数以上 

二 療養病床に係る病室によって構成される病棟（療養病床が病棟の一部である場合は、

当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。）に置くべき看護師又は准看護師（以

下「看護職員」という。） 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の

数が六又はその端数を増すごとに一以上 

三 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟にお

ける入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 

四 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数 

五 介護支援専門員 一以上（療養病床に係る病棟（専ら要介護者を入院させる部分に限

る。）における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。） 

２ 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置くべき従

業者の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 医師 常勤換算方法で、一以上 

二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室にお

ける入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 

三 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室にお

ける入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 

四 介護支援専門員 一以上 

３ 指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整理に関する政令（平成二十三年政令第三百七十五号）第一条の規定による改正前

の介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第二項に規定する病床により構

成される病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。）を有する病院であるものに

限る。）に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に基づき必要とされる数以上 

二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 

イ 老人性認知症疾患療養病棟（医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第

四十三条の二の規定の適用を受ける病院である指定介護療養型医療施設が有するもの

に限る。）にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はそ

の端数を増すごとに一以上 

ロ 老人性認知症疾患療養病棟（イの規定の適用を受けるものを除く。）にあっては、

常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以

上 

三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患

療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 

四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上 

五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上 

六 介護支援専門員 一以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる部

分に限る。）に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準

とする。） 

４ 前各項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合

は、推定数による。 
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５ 第一項から第三項までの常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の

総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除するこ

とにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

６ 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指

定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第五号及び第三

項第六号の規定にかかわらず、療養病床（専ら要介護者を入院させる部分に限る。）に係

る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる

部分に限る。）に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに

一とする。 

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事す

ることができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介護療養型医療施設（ユ

ニット型指定介護療養型医療施設を除く。以下この項において同じ。）にユニット型指定

介護療養型医療施設を併設する場合の指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療

養型医療施設の介護職員を除き、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

８ 第一項第五号、第三項第六号及び第六項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する

常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介

護療養型医療施設の他の業務に従事することができる。 

９ 第三項第一号の医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施

設サービスを担当する医師としなければならない。 

10 第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専

らその職務に従事する常勤の者でなければならない。 

附 則 

（経過措置） 

第二条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置

くべき従業者の員数は、当分の間、第四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げるとおりとする。 

一 医師 常勤換算方法で、一以上 

二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病

床に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただ

し、そのうちの一については看護職員とするものとする。 

三 介護支援専門員 一以上 

第三条 当分の間、第四条第三項第二号ロ中「一以上」とあるのは、「一以上。ただ

し、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を四をもって除した数（その数

が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り

上げるものとする。）から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した

数（その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときは

これを切り上げるものとする。）を減じた数の範囲内で介護職員とすることができ

る。」とする。 

第四条 当分の間、第四条第三項第三号中「六」とあるのは、「八」とする。 

第五条 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師（老

人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。）を置いている

指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限

る。）については、当分の間、第四条第三項第四号中「作業療法士」とあるのは「週

に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事

する作業療法士」と、同条第十項中「第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精

神保健福祉士」とあるのは「第三項第五号の精神保健福祉士」とする。 

第十二条 療養病床を有する病院（平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規

則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定介護療養型医療施

設については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第四条第一項第二号中「六」

とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。 
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第十三条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成二十四年三月三十一日におい

て、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定

介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、平成三十六年三月三十一日までの間

は、第四条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に基づき必要とされる数以上 

二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症

疾患療養病棟における入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上 

三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症

疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上 

四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上 

五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以

上 

六 介護支援専門員 一以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させ

る部分に限る。）に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに

一を標準とする。） 

 

 

２ 設備に関する基準 

（構造設備） 

第五条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院であるものに限る。以下この

条において同じ。）は、食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室につい

ては、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 

一 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 

二 療養病床に係る病室の床面積は、内のりによる測定で、入院患者一人につき六・

四平方メートル以上とすること。 

三 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接するものの幅は、内の

りによる測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下

の幅は、内のりによる測定で、二・七メートル以上としなければならない。 

四 機能訓練室は、内のりによる測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要

な器械及び器具を備えること。 

五 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族とが談話を楽しめる広

さを有すること。 

六 食堂は、内のりによる測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メー

トル以上の広さを有すること。 

七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。 

３ 前各項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常

災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第六条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。以下こ

の条において同じ。）は、食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室につい

ては、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 

一 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 

二 療養病床に係る病室の床面積は、内のりによる測定で、入院患者一人につき六・

四平方メートル以上とすること。 

三 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接するものの幅は、内の

りによる測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下

の幅は、内のりによる測定で、二・七メートル以上としなければならない。 

四 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を

備えること。 
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五 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族とが談話を楽しめる広

さを有すること。 

六 食堂は、内のりによる測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メー

トル以上の広さを有すること。 

七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。 

３ 前各項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常

災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第七条 指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるもの

に限る。以下この条において同じ。）は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会

室、食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会

室、食堂及び浴室については、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 

一 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。 

二 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内のりによる測定で、入院患

者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 

三 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分（事業の管理の事務に供される部

分を除く。）の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。 

四 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する

ものの幅は、内のりによる測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側

に居室がある廊下の幅は、内のりによる測定で、二・七メートル以上（医療法施行

規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院である指定介護療養型医療施設の廊

下の幅にあっては、二・一メートル以上）としなければならない。 

五 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び

器具を備えること。 

六 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床に

おける入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有すること。 

七 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平

方メートル以上の広さを有すること。ただし、デイルームを食堂として使用するこ

とができる。 

八 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものであること。 

３ 前各項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常

災害に際して必要な設備を設けることとする。 

 

<ユニット型>  

 （構造設備） 

第四十四条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院であるものに限

る。以下この条において同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室について

は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 

 一 ユニット 

  イ 病室 

   (イ)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サ

ービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 

   (ロ)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね

十人以下としなければならない。 

   (ハ)一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上（(イ)ただし書の場合にあって

は、二十一・三平方メートル以上）とすること。この場合において、ユニットに属

さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提に
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した上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し

支えない。 

   (ニ)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  ロ 共同生活室 

   (イ)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者

が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

   (ロ)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニット

の入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

   (ハ)必要な設備及び備品を備えること。 

  ハ 洗面設備 

   (イ)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ロ)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

  ニ 便所 

   (イ)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ロ)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 二 廊下幅 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以

上とすること。 

 三 機能訓練室 内のりによる測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械

及び器具を備えること。 

 四 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施

設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サ

ービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第二項第一号ロの共同生活室は、病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設等に

関する基準を定める条例（平成二十四年千葉県条例第七十三号）第七条第三号に規定する

食堂とみなす。 

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第四十五条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限

る。 

 以下この条において同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室について

は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 

 一 ユニット 

  イ 病室 

   (イ)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サ

ービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 

   (ロ)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね

十人以下としなければならない。 

   (ハ)一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上（(イ)ただし書の場合にあって

は、二十一・三平方メートル以上）とすること。この場合において、ユニットに属

さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提に

した上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し

支えない。 

   (ニ)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  ロ 共同生活室 

   (イ)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者

が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 
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   (ロ)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニット

の入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

   (ハ)必要な設備及び備品を備えること。 

  ハ 洗面設備 

   (イ)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ロ)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

  ニ 便所 

   (イ)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ロ)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 二 廊下幅 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以

上とすること。 

 三 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備える

こと。 

 四 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施

設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サ

ービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第二項第一号ロの共同生活室は、病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設等に

関する基準を定める条例第九条において準用する同条例第七条第三号に規定する食堂とみ

なす。 

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第四十六条 ユニット型指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

であるものに限る。以下この条において同じ。）は、ユニット、生活機能回復訓練室及び

浴室を有しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室に

ついては、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。 

 一 ユニット 

  イ 病室 

   (イ)一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サ

ービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 

   (ロ)病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね

十人以下としなければならない。 

   (ハ)一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上（(イ)ただし書の場合にあって

は、二十一・三平方メートル以上）とすること。この場合において、ユニットに属

さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提に

した上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し

支えない。 

   (ニ)ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  ロ 共同生活室 

   (イ)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者

が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

   (ロ)一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニット

の入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

   (ハ)必要な設備及び備品を備えること。 

  ハ 洗面設備 

   (イ)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ロ)身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 
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  ニ 便所 

   (イ)病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ロ)ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するの

に適したものとすること。 

 二 廊下幅 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以

上とすること。 

 三 生活機能回復訓練室 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を

備えること。 

 四 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。 

３ 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施

設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サ

ービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

 

附 則 

第六条 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以

下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第三条に規定する既存病

院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。）であって、平

成十三年医療法施行規則等改正省令第七条の規定による改正前の医療法施行規則等の

一部を改正する省令（平成五年厚生省令第三号）附則第四条の規定の適用を受けてい

たものに係る病室に隣接する廊下については、第五条第二項第三号中「一・八メート

ル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メー

トル」とする。 

第七条 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第八条の規定の適用を受ける病院で

ある指定介護療養型医療施設内の病室に隣接する廊下（前条、次条及び附則第十一条

の規定の適用を受ける場合を除く。）の幅については、第五条第二項第三号及び第六

条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メ

ートル」とあるのは「一・六メートル」と、第七条第二項第四号中「一・八メート

ル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上（医療法施行規則第四

十三条の二の規定の適用を受ける病院である指定介護療養型医療施設の廊下の幅にあ

っては、二・一メートル以上）」とあるのは「一・六メートル以上」とする。 

第八条 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内

の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。）であって、平成十三年

医療法施行規則等改正省令第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改

正する省令（平成十年厚生省令第三十五号）附則第四条の規定の適用を受けていたも

のに係る病室に隣接する廊下については、第六条第二項第三号中「一・八メートル」

とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メート

ル」とする。 

第九条 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟（以下「病床転換による

老人性認知症疾患療養病棟」という。）に係る病室については、第七条第二項第一号

中「四床」とあるのは、「六床」とする。 

第十条 平成十三年三月一日前から存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっ

ては、当分の間、第七条第二項第二号中「内のりによる測定で、入院患者一人につき

六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とす

る。 

第十一条 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下につい

ては、第七条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、

「二・七メートル以上（医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院で

ある指定介護療養型医療施設の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上）」とある
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のは「一・六メートル以上」とする。 

第十四条 療養病床を有する病院（平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規

則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定介護療養型医療施

設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第

五条第二項第三号及び第四十四条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは

「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 

第十五条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成二十四年三月三十一日におい

て、医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定

介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一

日までの間は、第七条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メート

ル」と、「二・七メートル以上（医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受け

る病院である指定介護療養型医療施設の廊下の幅にあっては、二・一メートル以

上）」とあるのは「一・六メートル以上」とする。 

 

第十六条 平成十七年十月一日以前に法第四十八条第一項第三号の規定による指定を受

けている介護療養型医療施設（同日において建築中のものであって、同月二日以降に

同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成十七年前指定介護療養型医療

施設」という。）であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働省令第百六号）第四条の規定

による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第五十一

条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設であるもの（平成二十三年九月

一日前から改修、改築又は増築中の平成十七年前指定介護療養型医療施設（ユニット

型指定介護療養型医療施設を除く。）であって、同日以後に同条に規定する一部ユニ

ット型指定介護療養型医療施設に該当することとなるものを含む。）については、こ

の条例の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。 

第十七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要

な経過措置は、規則で定める。 

 

 

３ 運営に関する基準（「基準条例」抜粋） 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第八条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、

あらかじめ、患者又はその家族に対し、第二十八条に規定する運営規程の概要、従業

者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければなら

ない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該患者又はその家

族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものにより提供すること

ができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付した

ものとみなす。 

（入退院） 

第十三条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要

介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員

から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学

的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要

性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。 
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３ 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事

業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス

等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の

必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、

適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介

護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の

提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第十四条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院してい

る介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保

険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供し

た具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第十五条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養

施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、当該指定介護療

養施設サービスについて法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額（その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の

額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額。以下「施

設サービス費用基準額」という。）から当該施設に支払われる施設介護サービス費の

額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設

サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用

基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、前各項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費

用の額の支払を受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護

サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基

準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代

わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担

限度額）を限度とする。） 

二 居住に要する費用（法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービ

ス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費

用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり

当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限

度額）を限度とする。） 

三 規則で定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

四 規則で定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

五 理美容代 

六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患

者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に規則で定めるところによ

る。 
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５ 指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。この

場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書

によるものとする。 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第十七条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護

状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者

の療養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なもの

とならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たって

は、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該

入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる

措置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

７ 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第十八条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支

援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生

活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の

利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法に

より、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて

入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセス

メント」という。）に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければな

らない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及び

その家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの

結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及

びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、

指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内

容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス
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計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、入院患者に対する指定介

護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者（以下「担当者」という。）に対する

照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又は

その家族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービ

ス計画を入院患者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施

状況の把握（入院患者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応

じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次の各号に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

一 定期的に入院患者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次の各号に掲げる場合においては、サービス担当者会

議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性につい

て、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

一 入院患者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

二 入院患者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた

場合 

12 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設サービス計画の変更につい

て準用する。 

（診療の方針） 

第十九条 医師の診療の方針は、次の各号に掲げるところによるほか、省令第十六条の

規定により厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。 

一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対し

て、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。 

二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察

し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげる

ことができるよう適切な指導を行うこと。 

三 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の

的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。 

四 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

五 特殊な療法又は新しい療法等については、省令第十六条の規定により厚生労働大

臣が定めるもののほか行ってはならないこと。 

六 省令第十六条の規定により厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者

に施用し、又は処方してはならないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第

十七項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用す

る場合は、この限りでない。 

七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると

認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければ

ならないこと。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第二十一条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって
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行われなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活

を営むことができるよう、一週間に二回以上、適切な方法により、入院患者に入浴の

機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うこと

をもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

３ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法に

より、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。この場合におい

て、特に異性（介護職員及び看護職員を除く。）から見られることがないよう配慮す

るものとする。 

４ 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切

に取り替えなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、褥（じよく）瘡（そう）が発生しないよう適切な介護

を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるもののほか、入院患者に対し、離床、

着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該

指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならな

い。 

（管理者の管理） 

第二十五条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、医療法第十二条第二項の規定

による許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院又は診療所を管理する者であっ

てはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等

の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地

内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合は、こ

の限りでない。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第二十七条 計画担当介護支援専門員は、第十八条に規定する業務のほか、次の各号に

掲げる業務を行うものとする。 

一 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者

に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等

の利用状況等を把握すること。 

二 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介

護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者と密接に連携すること。 

三 第三十七条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

四 第三十九条第三項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置について記

録すること。 

（運営規程） 

第二十八条 指定介護療養型医療施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

三 入院患者の定員 

四 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

五 施設の利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 その他施設の運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第三十一条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災
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害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す

るとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第三十二条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備

又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる

とともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中

毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その

結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。 

三 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われ

る際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（記録の整備） 

第四十一条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に

関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければなら

ない。 

一 施設サービス計画 

二 第十四条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第十七条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 第二十四条に規定する市町村への通知に係る記録 

五 第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

六 第三十九条第三項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての

記録 

 

<ユニット型> 省略 

 

 

４ 介護報酬の算定について（抜粋） 

＜療養病床を有する病院における介護療養施設サービス＞ 

 

（１）一定の要件を満たす入院患者の数の基準を満たさない場合の減算 100 分の９５ 

 厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合 

 

＜老企第４０号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知 第二の７（９）＞ 

施設基準第 65 の２号(１)の基準における入院患者等（当該指定介護療養型医療施設である 

療養病床を有する病院の入院患者及び当該療養病床を有する病院である指定短期入所療養介 

護事業所の利用者をいう。以下同じ。）の割合については、以下の式により計算すること。 

 イ  (ⅰ)に掲げる数を(ⅱ)に掲げる数で除して算出すること。 

  (ⅰ) 当該施設における直近３月間の入院患者等ごとの喀痰吸引を必要とする入院患者等 

    延日数又は経管栄養を必要とする入院患者等延日数 

  (ⅱ) 当該施設における直近３月間の入院患者等延日数 
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 ロ (a)において、「喀痰吸引を必要とする入院患者等」については、過去１年間に喀痰吸引 

  が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中（入 

  院時を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生 

  管理体制加算を算定されている者（平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又 

  は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施されてい 

  る者として取り扱うものとすること。また、「経管栄養を必要とする入院患者等」とは、経 

  鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去１年間に経管栄 

  養が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中 

  （入院時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算又は栄養マネ 

  ジメント加算を算定されている者については、経管栄養が実施されている者として取り扱 

  うものとすること。 

 ハ  (a)において、同一の者について、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場 

  合、２つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数 

  に含める。 

 

（２）身体拘束廃止未実施減算 所定単位の 100 分の１０に相当する単位数 

 別に厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号９５）を満たさない場合 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号９５＞ 

 介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準 

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省

令第四十一号）第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規定する基準に適

合していないこと。 

 

（指定介護療養施設サービス費の取扱方針） 

 第１４条（第４３条については同様の内容、第５５条については準用規定） 

  ５ 指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  ６ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

   一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に 

     周知徹底を図ること。 

   二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること 

 

（３）病院療養病床療養環境減算 １日につき２５単位 

 厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号６４）に該当する指定介

護療養型医療施設 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号６４＞  

   第１９号の規定を準用する 

＜平成２７年厚生労働省告示第９６号１９＞ 

指定短期入所療養介護に係る病院療養病床療養環境減算の施十二指定短期入所療養介護に係る

病院療養病床療養環境減算の施設基準設基準 

療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに療養病棟の病室が医療法施行規則

第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと。 

※ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合 

   特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニット型個室・２人室､ユ
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ニット型準個室・２人室、ユニット型個室・ユニット型準個室以外の個室、２人室を除く。）

にあっては、当該病室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算（Ⅲ）〔編

注；サービスコード表において 115 単位と規定〕又は診療所療養病床療養環境減算（Ⅱ）を適

用するものとすること。 

 

（４）若年性認知症利用者受入加算 １日につき 120 単位 

 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号９６）に適合している指定介

護療養型医療施設である場合 

ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。 

  

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号９６＞ 

 １８号の規定を準用 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号１８＞ 

 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

＜平成１８年３月３１日老計発第 0331005 号老振発第 0331005 号老老発第 0331018 号６(4)＞ 

 ４の(6)を準用する。 

 

 ４(6) 

 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特

性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

（５）外泊時費用 （１月に６日を限度）所定単位に代えて１日につき３６２単位 

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合 

 ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。 

 

（６）（療養型経過型介護療養施設、ユニット型療養型経過型介護療養施設に限り） 

試行的退院サービス費 （１月に６日を限度）１日につき８００単位 

 入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、1月につき 6日を限度として 1日に

つき 800 単位を算定 

 

＜平成１２年３月８日 老企第４０号 第二の７（１６）＞ 

 ①  試行的退院サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、退院

して居宅において生活ができるかどうかについて医師、薬剤師(配置されている場合に限

る。）、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退院して、その居宅におい

て療養を継続する可能性があるかどうか検討すること。 

 ② 当該入院患者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施するこ

と。 

 ③ 試行的退院サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、指定介護療養型医療施設の

介護支援専門員が、試行的退院サービスに係る居宅サービスの計画を作成するとともに、従

業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮した計

画を作成すること。 

 ④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

   イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

   ロ 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位

変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

   ハ 家屋の改善の指導 

   ニ 当該入院患者の介助方法の指導 

 ⑤ 試行的退院サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等によ
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り、計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない

場合はこの加算は対象とならないこと。 

 ⑥ 加算の算定期間は、一月につき六日以内とする。また、算定方法は、５の(14)の①及び②

を準用する。一回の試行的退院サービス費が月をまたがる場合であっても、連続して算定で

きるのは六日以内とする。 

 ⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養介

護に活用することは可能であること。この場合において試行的退院サービス費を併せて算定

することは可能であること。 

 ⑧ 試行的退院期間が終了してもその居宅に退院できない場合においては、介護療養型医療施

設で療養を続けることとなるが、居宅において療養が続けられない理由等を分析した上でそ

の問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うとともに適切な

支援を行うこと。 

 

（７）他科受診時費用 （１月に４日を限度）所定単位に代えて１日につき３６２単位 

入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病院又は診療

所において当該診療が行われた場合 

 

（８）初期加算 １日につき３０単位 

  入院した日から起算して３０日以内の期間 

 

＜平成１２年３月８日 老企第４０号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知第二の７（２８）＞ 

６の（１５）を準用する。 

 

＜老企第４０号 ６の（１５）＞ 

 ① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係 

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該

当する者の場合は過去一月間とする。）の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない

場合に限り算定できることとする。 

   なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引

き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日

数を三〇日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 

 

（９）退院前訪問指導加算 入院中１回（入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められ

る入院患者にあっては、２回）を限度として４６０単位 

 入院期間が１月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活す

る居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合 

 

 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院

患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同

様。 

 

（10）退院後訪問指導加算 退院後１回を限度（退院後３０日以内）４６０単位 

 入所患者の退院後３０日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に

対して療養上の指導を行った場合 

 

 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院

患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同

様。 
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（11）退院時指導加算 入院患者１人につき１回を限度として４００単位  

  入院期間が１月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、

当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行

った場合 

 

（12）退院時情報提供加算 入院患者１人につき１回に限り５００単位 

  入院期間が１月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合におい

て、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者

の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合。 

 

  入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入

院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書を添え

て当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも同様。 

 

（13）退院前連携加算 入院患者１人につき１回を限度として５００単位 

  入院期間が１月を超える入院患者が退院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合

において、当該入院患者の退院に先立って当該入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事

業者に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該

入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連

携して退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合 

 

（14）訪問看護指示加算 入院患者１人につき１回を限度として３００単位 

  入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必

要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに対して、当該入院患者

の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合 

 

＜老企第４０号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知 第二の７（２９）＞ 

 ６（１７）を準用する。 

 

 ６（１７）⑤ 

イ 介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式は別途通知するところによるものと

する。）に指示期間の記載がない場合は、その指示期間は一月であるものとみなすこと。 

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。  

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等を介して指

定訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問看護事業所又は複合型サイービス事業所

に交付しても差し支えないこと。 

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。  

ホ 訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、指定訪問看護ステーション、定期巡回・随時

対応型訪問看護事業所又は複合型サービス事業所からの指定訪問看護の対象者についての相談

等に懇切丁寧に応じること。 

 

（15）栄養マネジメント加算 １日につき１４単位 

  次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医

療施設 

 イ 施設に常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。（なお、調理業務の委託先にのみ

管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。） 

 ロ 入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援

専門員その他の職種の者が共同して、入院患者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮し

た栄養ケア計画を作成していること。 
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 ハ 入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入院患者の栄養状態

を定期的に記録していること。（なお、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成 11 年厚生省令第 39 号)第 8条〔指定介護療養型医療葹設基準第 10条〕に規定

するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の

栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のため

に利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。） 

 ニ 入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直

していること。 

 ホ 定員超過入院・人員基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く）に該当していないこと。 

 

（16）低栄養リスク改善加算 1 月につき 300 単位 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、低栄養状態にある入所者又は

低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専

門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低

栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画

に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士（歯科医師が指示を行う場合に

あっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限る。）

が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から６月以内の期間に限り、

１月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又は経

口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。 

 

（17）経口移行加算 当該計画が作成された日から起算して１８０日以内の期間に限り 

１日につき２８単位 

  厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号６６）に適合する指定介護

療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護

支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに

経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に

従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員

による支援が行われた場合 

 

  経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う

栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して１

８０日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であっ

て、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必

要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号６６＞ 

 定員超過利用・人員基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く）に該当していないこと。 

 

（18）経口維持加算（Ⅰ） 当該計画が作成された日の属する月から起算して６月以内の期間に

限り１月につき４００単位 

   経口維持加算（Ⅱ）１月につき１００単位 

 １ （Ⅰ）については、厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号６

７）に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であっ

て、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者に対して、医師又は歯科医師の指示に

基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、入院患者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入院患者ごとに、経口

による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該

計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を

受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。）を受けた管理栄養士又は栄養

士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して６月以内
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の期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場

合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。 

 

２ （Ⅱ）については、協力歯科医療機関を定めている指定介護療養型医療施設が、経口維持加

算(Ⅰ)を算定している場合であって、入院患者の経口による継続的な食事の摂取を支援する

ための食事の観察及び会議等に、医師（健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 41号。以下「指定介護療養型医療施設基

準」という 第２条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語

聴覚士が加わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

３ 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から

起算して６月を超えた期間に行われた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められ

る入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂

取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できる

ものとする。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号６７＞ 

 イ 定員超過利用・人員基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く）に該当していないこと。 

 ロ 入院患者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。 

 ハ 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

 ニ 食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がなされていること。 

 ホ 上記ロからニを多職種協働により実施するための体制が整備されていること。 

 

（19）口腔衛生管理体制加算 １月につき３０単位 

 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号６８）に適合する指定介護療

養型医療施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する、

口腔ケアに係わる技術的助言及び指導を月 1回以上行っている場合 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号６８＞ 

  イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基

づき、入所者又は入院患者の口腔(くう)ケア・マネジメントに係る計画が作成されているこ

と。 

  ロ 定員超過利用・人基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く）に該当していないこと。 

 

（20）口腔衛生管理加算 １月につき９０単位 

 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号６９）に適合する指定介護療

養型医療施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入院患者に対し、口腔ケアを月４

回以上行った場合。ただし、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号６９＞ 

６８号の規定を準用する。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号６８＞ 

  イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基

づき、入所者又は入院患者の口腔(くう)ケア・マネジメントに係る計画が作成されているこ

と。 

  ロ 定員超過利用・人基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く）に該当していないこと。 
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 （21）療養食加算 １日につき１８単位 

 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療

施設が、厚生労働大臣が定める療養食（平成２７年厚生労働省告示第９４号７４）を提供したと

き、１日につき３回を限度として、所定単位数 6単位を加算する。 

  イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

 ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている

こと。 

 ハ 食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号３５）に

適合する指定介護療養型医療施設において行われていること。 

  

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号３５＞ 

 準用する第３５号に規定する療養食 

 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内

容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風

食及び特別な場合の検査食 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号３５＞ 

 定員超過利用・人基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く）に該当していないこと。 

 

（22）在宅復帰支援機能加算 １日につき１０単位 

  厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号９７）に適合する指定介護

療養型医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合 

 イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。 

 ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入院患者に係る居宅サービ

スに必要な情報の提供、退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号９７＞ 

 ７０号の規定を準用 

 イ 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算

を算定しているものを除く。以下「退所者」という。)の総数のうち、当該期間内に退所

し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が１月間を超

えていた者に限る。)の占める割合が１００分の３０を超えていること。 

 ロ 退所者の退所した日から３０日以内に、当該施設の従業者が居宅を訪問すること又は指定

居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が１

月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。 

 

（23）特定診療費 別に厚生労働大臣が定める単位数（平成１２年厚生省告示３０号）に 

１０円を乗じて得た額 

 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として厚

生労働大臣が定めるもの（平成１２年厚生省告示第３０号）を行った場合 

 

＜平成１２年厚生省告示第３０号＞ 

 特定診療費に係る指導管理等及び単位数 

 

（24）認知症専門ケア加算Ⅰ １日につき 3単位 

  厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号４２）に適合しているもの

として、都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、厚生労働大臣が定める者（平成

２７年厚生労働省告示第９４号７３）に対し専門的な認知症ケアを行った場合 

ただし、認知症専門ケア加算Ⅰを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅱは算

定しない。 
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＜平成２７年厚生労働省告示第９５号４２イ＞ 

(1) 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来

すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下

「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上であること。 

(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が 20人未満である場合に

あっては、1以上、当該対象者の数が 20 人以上である場合にあっては、1に、当該対象者の

数が 19 を超えて 10又はその端数を増すごとに 1を加えて得た数以上配置し、チームとして

専門的な認知症ケアを実施していること。 

(3) 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指

導に係る会議を定期的に開催していること。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号７３＞ 

 ３０号に規定する者 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号３０＞ 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者 

 

＜平成１８年３月３１日老計発第 0331005 号 老振発第 0331005 号 老老発第 0331018 号 第二

６(9)抜粋＞ 

①「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものと

する。 

②「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平

成 18年 3月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成

事業の円滑な運営について」（平成 18年 3月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通

知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 

   認知症専門ケア加算Ⅱ １日につき 4単位 

  厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号４２）に適合しているもの

として、都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、厚生労働大臣が定める者（平成

２７年厚生労働省告示第９４号７３）に対し専門的な認知症ケアを行った場合 

ただし、認知症専門ケア加算Ⅰを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅱは算

定しない。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９５号４２ロ＞ 

(1) イの基準のいずれにも適合すること。 

(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を 1名以上配置し、事業所又は施設

全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

(3) 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成

し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号７３＞ 

 ３０号に規定する者 

 

＜平成２７年厚生労働省告示第９４号３０＞ 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者 

 

＜平成１８年３月３１日老計発第 0331005 号 老振発第 0331005 号 老老発第 0331018 号 第二

６(9)抜粋＞ 

①「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と
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する認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものと

する。 

②「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平

成 18年 3月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成

事業の円滑な運営について」（平成 18年 3月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通

知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 

 

（25）認知症行動・心理症状緊急対応加算 １日につき 200 単位 

  短期利用共同生活介護について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅

での生活が困難であり、緊急に入院することが適当であると判断した者に対し、指定介護療養

施設サービスを行った場合 

 入院した日から起算して 7 日を限度 

 

＜平成１８年３月３１日老計発第 0331005 号 老振発第 0331005 号 老老発第 0331018 号 第二

６(3)抜粋＞ 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用共同生活介護

が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携

し、利用者又は家族の同意の上、指定認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合に算定

することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限

り算定できるものとする。（以下、略） 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用生活介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定でき

ないものであること。 

a 病院又は診療所に入院中の者 

b  介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

c  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介

護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居

者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判

断を行った日時、医師名、及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録

しておくこと。 

 

（26）排せつ支援加算 1 月につき 100 単位 

 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見

込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対し、介護医療院の医師、看護師、介

護支援専門員その他の職種が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それ

に基づいた支援計画を作成し、当該計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始し

た日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。ただ

し、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。 

 

（27）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものと

して都道府県知事に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、平成３３年３月３１日までの間（介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）につい

ては、別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、加算する。ただし、いずれかの加算を算定して

いる場合においては、その他の区分の介護職員処遇改善加算は算定しない。 

内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」〔平成３０年３月２２日老発０３２２第２号〕）を参照すること。 
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【厚生労働大臣が定める基準】→大臣基準告示・九十九 

 

（28）介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１)介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃

金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に

関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

ア 介護福祉士であって、経験及び技能を有する介護職員と認められる者(以下「経験・技能の

ある介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又

は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定

処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難であ

る場合はこの限りでないこと。 

イ 指定介護療養型医療施設における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見

込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見

込額の平均の二倍以上であること。 

ウ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、

介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、

介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃

金額を上回らない場合はその限りでないこと。 

エ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。 

(２)当該指定介護療養型医療施設において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及

び実施方法その他の当該施設の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計

画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。 

(３)介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の

悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金

水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都

道府県知事に届け出ること。 

(４)当該指定介護療養型医療施設において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関す

る実績を都道府県知事に報告すること。 

(５) 介護療養型医療施設費におけるサービス提供体制強化(Ⅰ)イを算定していること。 

(６) 介護療養型医療施設費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定

していること。 

(７)平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容

(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した
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費用を全ての職員に周知していること。 

(８)(7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表して

いること。 

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)   

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

内容については、別途通知（「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」〔平成３１年４月１２日老発０４１２第８号〕）を参照するこ

と。 

 

 

＜療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス＞ 

（29）一定の要件を満たす入院患者の数の基準を満たさない場合の減算 100 分の９５  

（１）参照 

 

（30）身体拘束廃止未実施減算 所定単位の 100 分の１０に相当する単位数 （２）参照。 

 

（31）若年性認知症利用者受入加算 １日につき 120 単位 （４）参照。 

 

（32）外泊時費用 （１月に６日を限度）所定単位に代えて１日につき３６２単位 （５）参照 

 

（33）他科受診時費用 （１月に４日を限度）所定単位に代えて１日につき３６２単位  

（７）参照 

 

（34）初期加算 １日につき３０単位 （８）参照。 

 

（35）若年性認知症利用者受入加算 １日につき 120 単位 （４）参照。 

 

（36）退院前訪問指導加算 入院中１回（入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められ    

る入院患者にあっては、２回）を限度として４６０単位 （９）参照。 

  

（37）退院後訪問指導加算 退院後１回を限度（退院後３０日以内）４６０単位 （10）参照。 

 

（38）退院時指導加算 入院患者１人につき１回を限度として４００単位 （11）参照。 

 

（39）退院時情報提供加算 入院患者１人につき１回に限り５００単位 （12）参照。 

 

（40）退院前連携加算 入院患者１人につき１回を限度として５００単位 （13）参照。 

 

（41）訪問看護指示加算 入院患者１人につき１回を限度として３００単位 （14）参照。 

 

（42）栄養マネジメント加算 １日につき１４単位 （15）参照。 

 

（43）低栄養リスク改善加算 1 月につき 300 単位 （16）参照。 
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（44）経口移行加算 当該計画が作成された日から起算して１８０日以内の期間に限り 

１日につき２８単位 （17）参照。 

 

（45）経口維持加算（Ⅰ） 当該計画が作成された日の属する月から起算して６月以内の期間に

限り１月につき４００単位 

   経口維持加算（Ⅱ）１月につき１００単位 （18）参照。 

 

（46）口腔衛生管理体制加算 １月につき３０単位 （19）参照。 

 

（47）口腔衛生管理加算 １月につき 90 単位 （20）参照。 

 

（48）療養食加算 １日につき１８単位 （21）参照。 

 

（49）在宅復帰支援機能加算 １日につき１０単位 （22）参照。 

 

（50）特定診療費 別に厚生労働大臣が定める単位数（平成１２年厚生省告示３０号）に 

１０円を乗じて得た額 （23）参照。 

 

（51）認知症専門ケア加算Ⅰ １日につき 3単位 

認知症専門ケア加算Ⅱ １日につき 4単位 （24）参照。 

 

（52）認知症行動・心理症状緊急対応加算 １日につき 200 単位 （25）参照。 
 

（53）排せつ支援加算 1 月につき 100 単位 （26）参照。 

 

（54）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ） （27）参照。 

 

（55）介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （28）参照。 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 
 

 

＜老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス＞ 

（56）一定の要件を満たす入院患者の数の基準を満たさない場合の減算 100 分の９５  

（１）参照 

 

（57）身体拘束廃止未実施減算 所定単位の 100 分の１０に相当する単位数 （２）参照。 

 

（58）外泊時費用 （１月に６日を限度）所定単位に代えて１日につき３６２単位 （５）参照 

 

（59）他科受診時費用 （１月に４日を限度）所定単位に代えて１日につき３６２単位  

（７）参照 

 

（60）初期加算 １日につき３０単位 （８）参照。 

 

 

（61）退院前訪問指導加算 入院中１回（入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められ    

る入院患者にあっては、２回）を限度として４６０単位 （９）参照。 
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（62）退院後訪問指導加算 退院後１回を限度（退院後３０日以内）４６０単位 （10）参照。 

 

（63）退院時指導加算 入院患者１人につき１回を限度として４００単位 （11）参照。 

 

（64）退院時情報提供加算 入院患者１人につき１回に限り５００単位 （12）参照。 

 

（65）退院前連携加算 入院患者１人につき１回を限度として５００単位 （13）参照。 

 

（66）訪問看護指示加算 入院患者１人につき１回を限度として３００単位 （14）参照。 

 

（67）栄養マネジメント加算 １日につき１４単位 （15）参照。 

 

（68）低栄養リスク改善加算 1 月につき 300 単位 （16）参照。 

 

（69）経口移行加算 当該計画が作成された日から起算して１８０日以内の期間に限り 

１日につき２８単位 （17）参照。 

 

（70）経口維持加算（Ⅰ） 当該計画が作成された日の属する月から起算して６月以内の期間に

限り１月につき４００単位 

   経口維持加算（Ⅱ）１月につき１００単位 （18）参照。 

 

（71）口腔衛生管理体制加算 １月につき３０単位 （19）参照。 

 

（72）口腔衛生管理加算 １月につき 110 単位 （20）参照。 

 

（73）療養食加算 １日につき１８単位 （21）参照。 

 

（74）在宅復帰支援機能加算 １日につき１０単位 （22）参照。 

 

（75）特定診療費 別に厚生労働大臣が定める単位数（平成１２年厚生省告示３０号）に 

１０円を乗じて得た額 （23）参照。 

 

（76）排せつ支援加算 1 月につき 100 単位 （26）参照。 

 

（77）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ） （27）参照。 

 

（78）介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （28）参照。 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 
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